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(57)【要約】
【課題】測定位置に関する情報および管理寸法をセット
にして取得することによって、測定作業の省力化を十分
に図り得る、軌道のレールの管理寸法測定方法、および
その装置を提供する。
【解決手段】軌道のレールの管理寸法測定装置１０は、
測定位置に関する情報を光学的に区別可能に示す第１の
反射ターゲット２１と、左右のレール５１、５２の測定
対象部位を光学的に区別可能に示す第２と第３の反射タ
ーゲット２２、２３と、第１～第３の反射ターゲットを
角度を変えてフラッシュ撮影することによって第１～第
３の反射ターゲットの像を含む複数の画像を撮影するデ
ジタルカメラ３０と、撮影した画像のデータを解析処理
するコントローラ４０と、を有している。コントローラ
は、測定位置に関する情報を識別するとともに、写真測
量の原理によってふく進量ｄなどの管理寸法を算出し、
測定位置に関する情報および管理寸法をセットにして取
得する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軌道における左右のレール（５１、５２）について管理の対象となる管理寸法を写真測
量を利用して測定する、軌道のレールの管理寸法測定方法であって、
　前記レール（５１、５２）に沿う複数の測定位置のそれぞれに、測定位置に関する情報
を光学的に区別可能に示す第１の反射ターゲット（２１）を配置し、
　前記左レール（５１）における測定対象部位のそれぞれに、測定対象部位を光学的に区
別可能に示す第２の反射ターゲット（２２）を配置し、
　前記右レール（５２）における測定対象部位のそれぞれに、測定対象部位を光学的に区
別可能に示す第３の反射ターゲット（２３）を配置し、
　前記第１～第３の反射ターゲット（２１、２２、２３）を角度を変えてフラッシュ撮影
することによって前記第１～第３の反射ターゲット（２１、２２、２３）の像を含む複数
の画像を撮影し、
　撮影した前記画像のデータを解析処理することによって、測定位置に関する情報を識別
するとともに、前記左レール（５１）における測定対象部位の三次元座標、および前記右
レール（５２）における測定対象部位の三次元座標を算出し、
　前記左右のレール（５１、５２）における測定対象部位のそれぞれの三次元座標から前
記管理寸法を算出し、測定位置に関する情報および前記管理寸法をセットにして取得する
、軌道のレールの管理寸法測定方法。
【請求項２】
　前記左右のレール（５１、５２）を間に挟んだ両側の不動点のそれぞれに設置されてい
る基準杭（７１、７２）のそれぞれに、第１の計測基準点（６１）を光学的に区別可能に
示す第４の反射ターゲット（２４）、および第２の計測基準点（６２）を光学的に区別可
能に示す第５の反射ターゲット（２５）を配置し、
　前記第１～第３の反射ターゲット（２１、２２、２３）の像に加えて前記第４と第５の
反射ターゲット（２４、２５）の像を含む複数の画像を撮影し、
　前記画像のデータを解析処理することによって、前記第１の計測基準点（６１）の三次
元座標、および前記第２の計測基準点（６２）の三次元座標をさらに算出し、
　前記第１と第２の計測基準点（６１、６２）の三次元座標から前記第１と第２の計測基
準点（６１、６２）同士を結ぶ基準線（６３）を算出し、前記基準線（６３）からの移動
量を前記管理寸法として算出する、請求項１に記載の軌道のレールの管理寸法測定方法。
【請求項３】
　前記第１～第３の反射ターゲット（２１、２２、２３）は、必要な個数の反射体（８０
）を配置することによって形成される反射パターンを異ならせることによって、光学的に
区別可能に形成されている請求項１または請求項２に記載の軌道のレールの管理寸法測定
方法。
【請求項４】
　前記第４と第５の反射ターゲット（２４、２５）は、必要な個数の反射体（８０）を配
置することによって形成される反射パターンを異ならせることによって、光学的に区別可
能に形成されている請求項２に記載の軌道のレールの管理寸法測定方法。
【請求項５】
　前記第１の反射ターゲット（２１）は、前記基準杭（７１）に配置され、第４の反射タ
ーゲット（２４）を兼用する請求項２または請求項４に記載の軌道のレールの管理寸法測
定方法。
【請求項６】
　軌道における左右のレール（５１、５２）について管理の対象となる管理寸法を写真測
量を利用して測定する、軌道のレールの管理寸法測定装置であって、
　前記レール（５１、５２）に沿う複数の測定位置のそれぞれに配置され、測定位置に関
する情報を光学的に区別可能に示す第１の反射ターゲット（２１）と、
　前記左レール（５１）における測定対象部位のそれぞれに配置され、測定対象部位を光
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学的に区別可能に示す第２の反射ターゲット（２２）と、
　前記右レール（５２）における測定対象部位のそれぞれに配置され、測定対象部位を光
学的に区別可能に示す第３の反射ターゲット（２３）と、
　前記第１～第３の反射ターゲット（２１、２２、２３）を角度を変えてフラッシュ撮影
することによって前記第１～第３の反射ターゲット（２１、２２、２３）の像を含む複数
の画像を撮影する撮像手段（３０）と、
　撮影した前記画像のデータを解析処理する制御手段（４０）と、を有し、
　前記制御手段（４０）は、測定位置に関する情報を識別するとともに、前記左レール（
５１）における測定対象部位の三次元座標、および前記右レール（５２）における測定対
象部位の三次元座標を算出し、前記左右のレール（５１、５２）における測定対象部位の
それぞれの三次元座標から、前記管理寸法を算出し、測定位置に関する情報および前記管
理寸法をセットにして取得する、軌道のレールの管理寸法測定装置。
【請求項７】
　前記左右のレール（５１、５２）を間に挟んだ両側の不動点のそれぞれに設置されてい
る基準杭（７１、７２）のそれぞれに配置され、第１の計測基準点（６１）を光学的に区
別可能に示す第４の反射ターゲット（２４）、および第２の計測基準点（６２）を光学的
に区別可能に示す第５の反射ターゲット（２５）をさらに有し、
　前記撮像手段（３０）は、前記第１～第３の反射ターゲット（２１、２２、２３）の像
に加えて前記第４と第５の反射ターゲット（２４、２５）の像を含む複数の画像を撮影し
、
　前記制御手段（４０）は、前記第１の計測基準点（６１）の三次元座標、および前記第
２の計測基準点（６２）の三次元座標をさらに算出し、前記第１と第２の計測基準点（６
１、６２）の三次元座標から前記第１と第２の計測基準点（６１、６２）同士を結ぶ基準
線（６３）を算出し、前記基準線（６３）からの移動量を前記管理寸法として算出する、
請求項６に記載の軌道のレールの管理寸法測定装置。
【請求項８】
　前記第１～第３の反射ターゲット（２１、２２、２３）は、必要な個数の反射体（８０
）を配置することによって形成される反射パターンを異ならせることによって、光学的に
区別可能に形成されている請求項６または請求項７に記載の軌道のレールの管理寸法測定
装置。
【請求項９】
　前記第４と第５の反射ターゲット（２４、２５）は、必要な個数の反射体（８０）を配
置することによって形成される反射パターンを異ならせることによって、光学的に区別可
能に形成されている請求項７に記載の軌道のレールの管理寸法測定装置。
【請求項１０】
　前記第１の反射ターゲット（２１）は、前記基準杭（７１）に配置され、第４の反射タ
ーゲット（２４）を兼用する請求項７または請求項９に記載の軌道のレールの管理寸法測
定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軌道のレールの管理寸法測定方法、および軌道のレールの管理寸法測定装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鉄道事業者は、軌道における左右のレールについて、列車の安全な運行や乗客の不快感
の低減のために、種々の管理寸法を定期的に測定し、必要に応じて保守を行っている。管
理の対象となる管理寸法としては、軌道変位や、ロングレールの伸縮量やふく進量などが
ある。軌道変位（軌道狂い、軌道不整とも称される）としては、左右レールの間隔である
「軌間変位」、左右レールの高さの差である「水準変位」、レールの長手方向の位置にお
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いてレールの上下方向の変位である「高低変位」、レールの長手方向の位置においてレー
ルの左右方向の変位である「通り変位」などがある。ふく進とは、レールが長手方向に移
動することをいい、列車の走行状態、レールの締結状態などが相互に関連しあって発生す
る。ロングレールは一般的に２００メートル以上の長さを有し、ふく進量を測定すること
は、座屈変形を防止するために重要なことである。このため、ロングレール毎に複数個所
（例えば、３点または５点）に設定された測定位置のそれぞれにおいてふく進量を測定し
ている。
【０００３】
　レールの管理寸法、例えば、ふく進量を測定する手法としては、水糸方式が周知である
が、軌道の全長にわたる多数の測定位置において、現場作業員が手作業で行わなければな
らず、測定作業が非常に煩雑である。このため、ふく進量の測定作業を行うための測定装
置が提案されている（特許文献１を参照）。特許文献１に記載された測定装置は、測定位
置に配置したターゲットを撮影した写真の画像を、演算処理装置のディスプレイ上に表示
する。作業者は、ディスプレイ上に表示された画像の中から、ターゲットに含まれる指標
の像を探し出し、その像の中心に位置するドットを各指標の座標位置として登録する。そ
の後、登録された各指標の座標に基づいて、ふく進量を算出している。
【特許文献１】特開２００３－０７５１１６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ふく進量は軌道の全長にわたる多数の測定位置において測定しなければならないが、特
許文献１に記載された技術では、撮影した写真が多数の測定位置のうちのいずれの位置に
おいて撮影したものであるかを認識することができない。このため、現地で、「ｘｘ枚目
の写真はｙｙキロポストにて撮影」のようなメモなどを取っておき、写真と測定位置との
関連付けを、作業者が手作業によって行う必要がある。このため、測定作業の省力化を十
分に図ることができていないのが現状である。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、測定位置に関する情報および管理寸法をセットにして取得す
ることによって、測定作業の省力化を十分に図り得る、軌道のレールの管理寸法測定方法
、およびその装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するための軌道のレールの管理寸法測定方法は、軌道における左右のレ
ールについて管理の対象となる管理寸法を写真測量を利用して測定する、軌道のレールの
管理寸法測定方法であって、
　前記レールに沿う複数の測定位置のそれぞれに、測定位置に関する情報を光学的に区別
可能に示す第１の反射ターゲットを配置し、
　前記左レールにおける測定対象部位のそれぞれに、測定対象部位を光学的に区別可能に
示す第２の反射ターゲットを配置し、
　前記右レールにおける測定対象部位のそれぞれに、測定対象部位を光学的に区別可能に
示す第３の反射ターゲットを配置し、
　前記第１～第３の反射ターゲットを角度を変えてフラッシュ撮影することによって前記
第１～第３の反射ターゲットの像を含む複数の画像を撮影し、
　撮影した前記画像のデータを解析処理することによって、測定位置に関する情報を識別
するとともに、前記左レールにおける測定対象部位の三次元座標、および前記右レールに
おける測定対象部位の三次元座標を算出し、
　前記左右のレールにおける測定対象部位のそれぞれの三次元座標から前記管理寸法を算
出し、測定位置に関する情報および前記管理寸法をセットにして取得する。
【０００７】
　また、上記目的を達成するための軌道のレールの管理寸法測定装置は、軌道における左
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右のレールについて管理の対象となる管理寸法を写真測量を利用して測定する、軌道のレ
ールの管理寸法測定装置であって、
　前記レールに沿う複数の測定位置のそれぞれに配置され、測定位置に関する情報を光学
的に区別可能に示す第１の反射ターゲットと、
　前記左レールにおける測定対象部位のそれぞれに配置され、測定対象部位を光学的に区
別可能に示す第２の反射ターゲットと、
　前記右レールにおける測定対象部位のそれぞれに配置され、測定対象部位を光学的に区
別可能に示す第３の反射ターゲットと、
　前記第１～第３の反射ターゲットを角度を変えてフラッシュ撮影することによって前記
第１～第３の反射ターゲットの像を含む複数の画像を撮影する撮像手段と、
　撮影した前記画像のデータを解析処理する制御手段と、を有し、
　前記制御手段は、測定位置に関する情報を識別するとともに、前記左レールにおける測
定対象部位の三次元座標、および前記右レールにおける測定対象部位の三次元座標を算出
し、前記左右のレールにおける測定対象部位のそれぞれの三次元座標から、前記管理寸法
を算出し、測定位置に関する情報および前記管理寸法をセットにして取得する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、測定位置に関する情報および管理寸法をセットにして取得することに
よって、測定作業の省力化を十分に図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照しつつ説明する。
【００１０】
　図１は、軌道のレールの管理寸法としてのふく進量ｄを測定する例を示す概念図、図２
は、軌道におけるレールの管理寸法測定装置１０を示すブロック図である。図３は、第４
の反射ターゲット２４を兼用する第１の反射ターゲット２１の一例を示す図、図４（Ａ）
（Ｂ）は、第２と第３の反射ターゲット２２、２３の一例を示す図、図５は、第５の反射
ターゲット２５の一例を示す図である。
【００１１】
　図１および図２を参照して、軌道におけるレールの管理寸法測定装置１０（以下、単に
「管理寸法測定装置１０」と言う）は、軌道における左右のレール５１、５２について管
理の対象となる管理寸法を写真測量を利用して測定する。
【００１２】
　管理寸法測定装置１０は、概説すれば、レール５１、５２に沿う複数の測定位置のそれ
ぞれに配置され、測定位置に関する情報を光学的に区別可能に示す第１の反射ターゲット
２１と、左レール５１における測定対象部位のそれぞれに配置され、測定対象部位を光学
的に区別可能に示す第２の反射ターゲット２２と、右レール５２における測定対象部位の
それぞれに配置され、測定対象部位を光学的に区別可能に示す第３の反射ターゲット２３
と、第１～第３の反射ターゲット２１、２２、２３を角度を変えてフラッシュ撮影するこ
とによって第１～第３の反射ターゲット２１、２２、２３の像を含む複数の画像を撮影す
るデジタルカメラ３０（撮像手段に相当する）と、撮影した画像のデータを解析処理する
コントローラ４０（制御手段４０に相当する）と、を有している。コントローラ４０は、
測定位置に関する情報を識別するとともに、左レール５１における測定対象部位の三次元
座標、および右レール５２における測定対象部位の三次元座標を算出する。コントローラ
４０は、左右のレール５１、５２における測定対象部位のそれぞれの三次元座標から、管
理寸法を算出し、測定位置に関する情報および管理寸法をセットにして取得する。
【００１３】
　本実施形態においては、管理寸法として、ふく進量ｄを例に挙げる。ふく進量を測定す
るための管理寸法測定装置１０は、さらに、左右のレール５１、５２を間に挟んだ両側の
不動点のそれぞれに設置されている基準杭７１、７２のそれぞれに配置され、第１の計測
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基準点６１を光学的に区別可能に示す第４の反射ターゲット２４、および第２の計測基準
点６２を光学的に区別可能に示す第５の反射ターゲット２５を有している。デジタルカメ
ラ３０は、第１～第３の反射ターゲット２１、２２、２３の像に加えて第４と第５の反射
ターゲット２４、２５の像を含む複数の画像を撮影する。コントローラ４０は、第１の計
測基準点６１の三次元座標、および第２の計測基準点６２の三次元座標をさらに算出する
。コントローラ４０は、第１と第２の計測基準点６１、６２の三次元座標から第１と第２
の計測基準点６１、６２同士を結ぶ基準線６３（図１の二点鎖線を参照）を算出し、基準
線６３からの移動量（ふく進量ｄ）を管理寸法として算出する。以下、詳述する。
【００１４】
　図３を参照して、第１の反射ターゲット２１は、任意形状（図示例では、矩形形状）の
プレート８１に、丸形状ないし円形状を有する反射体８０を必要個数取り付けて構成して
ある。反射体８０として、例えば、プレート８１に貼り付け自在な反射シールを用いるこ
とができる。第１の反射ターゲット２１が示す測定位置に関する情報としては、測定位置
のＩＤ、キロポスト情報などが含まれる。第１の反射ターゲット２１は、必要な個数の反
射体８０を配置することによって形成される反射パターンを異ならせることによって、光
学的に区別可能に形成されている。なお、本明細書において「光学的に区別可能」とは、
必要な個数（１個以上）の反射体８０を配置することによって形成される反射パターンを
異ならせることによって、撮影した画像のデータから、他の反射ターゲットとは別の反射
ターゲットであることが判別できることを意味している。第２～第５の反射ターゲット２
２、２３、２４、２５についても同様である。
【００１５】
　本実施形態では、第１の反射ターゲット２１は、３行４列の最大１２個の反射体８０を
取り付けることが可能である。図３の破線は、反射体８０を取り付けなかった部分を示し
ている。最大個数の範囲内で必要な個数の反射体８０を配列して反射パターンを異ならせ
ることによって、測定位置に関する情報を光学的に区別可能に示している。
【００１６】
　例えば、角部の４個の反射体８０を必須とし、残りの８箇所に、最大４個まで欠損させ
て反射体８０を取り付けるとした場合には、コード化できる測定位置の個数は、以下の表
１に示すとおりとなる。
【００１７】
【表１】

【００１８】
　図４（Ａ）を参照して、左レール５１用の第２の反射ターゲット２２は、任意形状（図
示例では、長方形状）のプレート８２に、丸形状ないし円形状を有する反射体８０を必要
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個数（図示例では、３個）取り付けて構成してある。図４（Ｂ）を参照して、右レール５
２用の第３の反射ターゲット２３は、任意形状（図示例では、長方形状）のプレート８３
に、丸形状ないし円形状を有する反射体８０を必要個数（図示例では、１個）取り付けて
構成してある。第２と第３の反射ターゲット２２、２３も、必要な個数の反射体８０を配
置することによって形成される反射パターンを異ならせることによって、光学的に区別可
能に形成されている。
【００１９】
　第２の反射ターゲット２２における真ん中の反射体８０および第３の反射ターゲット２
３における反射体８０は、不動点同士の間に張った水糸を基準線として、その基準線に対
応する位置に取り付けてある。すなわち、２つの反射体８０は、従来の水糸方式において
左右のレール５１、５２に付与していたポンチ打刻点に代わるものであり、ふく進の基準
点として用いる。
【００２０】
　左レール５１に取り付けた反射体８０の個数と、右レール５２に取り付けた反射体８０
の個数とを異ならせてあるので、左レール５１であるのか、右レール５２であるのかの認
識も簡単に行うことができる。
【００２１】
　本実施形態にあっては、第１の反射ターゲット２１は、不動点に設置されている基準杭
７１に配置され、第４の反射ターゲット２４を兼用している。第１の反射ターゲット２１
が第４の反射ターゲット２４を兼用することによって、解析処理のための演算処理数を減
らすことができる。
【００２２】
　第１の反射ターゲット２１は、角部の４個の反射体８０を必須とし、解析処理時に対角
線同士の交点を算出することによって、この交点の座標を、第１の計測基準点６１の座標
としている。これによって、第１の計測基準点６１は、第４の反射ターゲット２４を兼用
する第１の反射ターゲット２１によって、光学的に区別可能となる。
【００２３】
　図５を参照して、第５の反射ターゲット２５は、任意形状（図示例では、矩形形状）の
プレート８５に、丸形状ないし円形状を有する反射体８０を必要個数取り付けて構成して
ある。第５の反射ターゲット２５は、必要な個数の反射体８０を配置することによって形
成される反射パターンを異ならせることによって、光学的に区別可能に形成されている。
【００２４】
　第５の反射ターゲット２５は、第１の反射ターゲット２１と同様に、角部の４個の反射
体８０を必須とし、解析処理時に対角線同士の交点を算出することによって、この交点の
座標を、第２の計測基準点６２の座標としている。これによって、第２の計測基準点６２
は、第５の反射ターゲット２５によって、光学的に区別可能となる。
【００２５】
　複数個の反射体８０を備える第５の反射ターゲット２５にあっては、反射体８０同士の
間の寸法は既知であり、ふく進量を算出するときの基準長さの参照点となる。第１の反射
ターゲット２１、または第２の反射ターゲット２２における反射体８０同士の間の寸法を
既知としてもよいし、第１、第２、第５の反射ターゲット２１、２２、２５のすべてにお
ける反射体８０同士の間の寸法を既知としてもよい。
【００２６】
　第１の反射ターゲット２１のみによって測定位置に関する情報をコード化する例につい
て説明したが、第１の反射ターゲット２１と、他の反射ターゲット２２、２３、２５との
組み合わせによって、測定位置に関する情報をコード化してもよい。コード化できる測定
位置の個数を簡単に増やすことができる。例えば、第５の反射ターゲット２５が１６個の
コードを表現できるとすると、１６３×１６＝２０６８個の測定位置に関する情報をコー
ド化することができる。反射体８０の数や、反射ターゲットの数を増やすことによって、
コード化できる数に制限はない。
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【００２７】
　各反射ターゲット２１～２５における反射体８０の配列形態は、図示した例に限定され
ず、適宜の形態をとることができる。第１の反射ターゲット２１や第５の反射ターゲット
２５は、反射体８０を１行に配列したものでもよい。この場合には、両端の２個の反射体
８０を必須とし、解析処理時に両端の２個の反射体８０を結ぶ線分の中点を算出すること
によって、この中点の座標を、第１、第２の計測基準点６１、６２の座標とすることがで
きる。
【００２８】
　反射体８０をプレートに取り付けることによって第１～第５の反射ターゲット２１～２
５を形成したが、丸穴を形成したプレートをプレート形状の反射体８０に重ねることによ
って形成することもできる。
【００２９】
　反射ターゲット２１～２５をフラッシュ撮影することによって、反射体８０は光を反射
してくっきりとした像を作る。像の位置を正確に測定できることから、ふく進量を高精度
に測定することが可能となる。フラッシュ撮影のときには、デジタルカメラ３０のシャッ
ター速度を速く、かつ、絞りを絞って写す。暗い背景の中に、反射体８０が白くくっきり
と浮き上がるように写すことができるからである。また、測定精度を上げるために、でき
るだけいろいろな方向・角度から反射ターゲット２１～２５を撮影することが好ましい。
反射体８０の像は、ある程度の大きさを有しており、解析処理の際には、像の近傍の一定
領域を切り出す。そして、像の明度分布から画像処理技法によって像の重心位置を算出し
、反射体８０の座標を決定している。
【００３０】
　図２を参照して、コントローラ４０は、ＣＰＵやメモリ４３を主体として構成している
。コントローラ４０は、デジタルカメラ３０において記憶した画像のデータを入力する画
像データ入力部４１と、画像のデータを処理し写真測量の原理によって演算処理を行う解
析処理部４２と、測定位置に関する情報および管理寸法をセットにしてデータファイル化
して記憶するメモリ４３と、プリントまたはディスプレイに算出結果等を出力する出力部
４４と、を有している。
【００３１】
　次に、ふく進量の測定手順を図６および図７を参照しつつ説明する。
【００３２】
　図６は、ふく進量の測定手順を示すメインフローチャート、図７は、図６に示されるデ
ータ解析処理における手順を示すフローチャートである。
【００３３】
　図６を参照して、ふく進量を測定するときには、まず、各反射ターゲット２１～２５を
配置する（ステップＳ１０）。具体的には、レール５１、５２に沿う複数の測定位置のそ
れぞれに、測定位置に関する情報を光学的に区別可能に示す第１の反射ターゲット２１を
配置する。左レール５１における測定対象部位のそれぞれに、測定対象部位を光学的に区
別可能に示す第２の反射ターゲット２２を配置する。右レール５２における測定対象部位
のそれぞれに、測定対象部位を光学的に区別可能に示す第３の反射ターゲット２３を配置
する。左右のレール５１、５２を間に挟んだ両側に設定された不動点のそれぞれに設置さ
れている基準杭７１、７２のそれぞれに、第１の計測基準点６１を光学的に区別可能に示
す第４の反射ターゲット２４、および第２の計測基準点６２を光学的に区別可能に示す第
５の反射ターゲット２５を配置する。第４の反射ターゲット２４は、第１の反射ターゲッ
ト２１が兼用している。第１～第３、第５の反射ターゲット２１、２２、２３、２５は、
レール５１、５２を新たに敷設するときに配置したり、既設のレール５１、５２に後付け
で配置したりする。第２の反射ターゲット２２における真ん中の反射体８０および第３の
反射ターゲット２３における反射体８０は、不動点同士の間に張った水糸を基準線として
、その基準線に対応する位置に取り付けてある。
【００３４】
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　次に、デジタルカメラ３０によって、第１～第３、第５の反射ターゲット２１、２２、
２３、２５を角度を変えてフラッシュ撮影することによって第１～第３、第５の反射ター
ゲット２１、２２、２３、２５の像を含む複数の画像を撮影する（ステップＳ２０）。
【００３５】
　次に、コントローラ４０は、撮影した画像のデータを解析処理することによって、測定
位置に関する情報を識別するとともに、左レール５１における測定対象部位の三次元座標
、右レール５２における測定対象部位の三次元座標、第１の計測基準点６１の三次元座標
、および第２の計測基準点６２の三次元座標を算出する。コントローラ４０は、第１と第
２の計測基準点６１、６２の三次元座標から第１と第２の計測基準点６１、６２同士を結
ぶ基準線６３を算出し、左右のレール５１、５２における測定対象部位のそれぞれの三次
元座標から、基準線６３からの移動量（ふく進量）を管理寸法として算出する。これによ
り、測定位置に関する情報およびふく進量をセットにして取得する（ステップＳ３０）。
【００３６】
　１つの測定位置における複数画像のデータ解析処理が終了すると、次の測定位置におけ
る複数画像のデータ解析処理が進行する。すべての測定位置における複数画像のデータ解
析処理が終了するまで、測定位置に関する情報およびふく進量をセットにした取得が自動
的に継続される（ステップＳ４０）。
【００３７】
　その後、過去に取得した統計データと比較して、必要に応じて保守を行う。
【００３８】
　データ解析処理における手順は、一般的な写真測量と同様である。図７を参照しながら
、概説する。
【００３９】
　まず、画像のデータから、反射ターゲット２１～２５に相当する部分を自動抽出する（
ステップＳ５１）。反射体８０を用いているので、明度差が顕著に現れるので、反射ター
ゲット２１～２５の抽出を容易に行い得る。
【００４０】
　反射ターゲット２１～２５の種別を認識する（ステップＳ５２）。つまり、第４の反射
ターゲット２４を兼用する第１の反射ターゲット２１であるのか、第２の反射ターゲット
２２であるのか、第３の反射ターゲット２３であるのか、および第５の反射ターゲット２
５であるのかを認識する。ステップＳ５１およびＳ５２の処理は、ラベリングと称される
。
【００４１】
　１つの測定位置において撮影した複数の画像間で反射ターゲット２１～２５のマッチン
グを行う（ステップＳ５３）。デジタルカメラ３０によって撮影した位置の座標を算出し
（ステップＳ５４）、各反射ターゲット２１～２５の三次元座標等を算出する（ステップ
Ｓ５５）。具体的には、第１の反射ターゲット２１から測定位置に関するコードデータを
識別し、第２の反射ターゲット２２から左レール５１の測定対象部位の三次元座標を算出
し、第３の反射ターゲット２３から右レール５２の測定対象部位の三次元座標を算出し、
第１の反射ターゲット２１（＝第４の反射ターゲット２４）から第１の計測基準点６１の
三次元座標を算出し、第５の反射ターゲット２５から第２の計測基準点６２の三次元座標
を算出する。
【００４２】
　バンドル調整によって全体を同時に、もっとも矛盾のないように補正を行った後（ステ
ップＳ５６）、第１と第２の計測基準点６１、６２の三次元座標から第１と第２の計測基
準点６１、６２同士を結ぶ仮想的な基準線６３を算出作成し、基準線６３から左レール５
１の測定対象部位までのふく進量、基準線６３から右レール５２の測定対象部位までのふ
く進量を算出する（ステップＳ５７）。
【００４３】
　そして、測定位置に関するコードデータと、左右のレール５１、５２のそれぞれのふく
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進量とをデータファイル化して（ステップＳ５８）、メインフローに戻る。
【００４４】
　上述したように、本実施形態にあっては、測定位置に関する情報および管理寸法として
のふく進量をセットにして取得することによって、ふく進量の測定作業の省力化を十分に
図ることができる。また、反射ターゲット２１～２５を用いているので、解析処理の対象
点を明確に定めることができ、作業者がターゲットの座標を指示する場合に比較して、解
析処理を高精度かつ自動的に行うことができる。したがって、ふく進量を高精度に測定で
き、処理に要する時間を大幅に削減できる。
【００４５】
　なお、管理寸法としてふく進量を例に挙げた実施形態について説明したが、本発明はこ
の場合に限定されるものではない。
【００４６】
　例えば、左右のレール５１、５２の間隔である「軌間変位」や、左右のレール５１、５
２の高さの差である「水準変位」は、ある地点における左右のレール５１、５２の相対位
置によって算出できる管理寸法である。この種の管理寸法を測定するにあたっては、左レ
ール５１の第２の反射ターゲット２２および右レール５２の第３の反射ターゲット２３が
レール５１、５２の長手方向に対して直交する方向に予め配置してあるので、第１と第２
の計測基準点６１、６２を光学的に区別可能に示す第４と第５の反射ターゲット２４、２
５は設ける必要がない。
【００４７】
　また、レール５１、５２の長手方向の位置においてレール５１、５２の上下方向の変位
である「高低変位」、レール５１、５２の長手方向の位置においてレール５１、５２の左
右方向の変位である「通り変位」は、一般的に、「１０ｍ弦正矢法」と称される測定方法
によって測定されている。「１０ｍ弦正矢法」は、１０メートルの長さの糸（弦）をレー
ル５１、５２に沿って張り、弦の中央位置（したがって、両端から５メートルの位置）に
おいてレール５１、５２との上下方向の離れ寸法、および左右方向の離れ寸法を測定する
ものである。この種の管理寸法を測定するにあたっては、左レール５１に第２の反射ター
ゲット２２を５メートルの間隔で３個配置し、右レール５２に第３の反射ターゲット２３
を５メートルの間隔で３個配置し、これらの反射ターゲット２２、２３の三次元座標から
、「高低変位」「通り変位」を測定することができる。この管理寸法を測定するにあたっ
ても、左レール５１の第２の反射ターゲット２２および右レール５２の第３の反射ターゲ
ット２３がレール５１、５２の長手方向に対して直交する方向に予め配置してあるので、
第１と第２の計測基準点６１、６２を光学的に区別可能に示す第４と第５の反射ターゲッ
ト２４、２５は設ける必要がない。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】軌道のレールの管理寸法としてのふく進量を測定する例を示す概念図である。
【図２】軌道におけるレールの管理寸法測定装置を示すブロック図である。
【図３】第４の反射ターゲットを兼用する第１の反射ターゲットの一例を示す図である。
【図４】図４（Ａ）（Ｂ）は、第２と第３の反射ターゲットの一例を示す図である。
【図５】第５の反射ターゲットの一例を示す図である。
【図６】ふく進量の測定手順を示すメインフローチャートである。
【図７】図６に示されるデータ解析処理における手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４９】
１０　　管理寸法測定装置、
２１　　第１の反射ターゲット、
２２　　第２の反射ターゲット、
２３　　第３の反射ターゲット、
２４　　第４の反射ターゲット、
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２５　　第５の反射ターゲット、
３０　　デジタルカメラ（撮像手段）、
４０　　コントローラ（制御手段）、
５１　　左レール、
５２　　右レール、
６１　　第１の計測基準点、
６２　　第２の計測基準点、
６３　　第１と第２の計測基準点同士を結ぶ基準線、
７１　　基準杭、
７２　　基準杭、
８０　　反射体、
ｄ　　　ふく進量。

【図２】 【図６】
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【図７】
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【図３】

【図４】
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【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成20年8月13日(2008.8.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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【図６】 【図７】
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